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倉敷市農業委員会農地部会議事録

１ 開催日時  平成２６年 ４月 ９日（水）午前１０時００分から午前１１時０５分

２ 開催場所 倉敷市役所 ５階５０２会議室

３ 出席委員(１６人)

農地部会長    18番  福武 勝行 委員

農地部会長代理  16番  小田 利之 委員

農地部会長代理  17番  守屋 和人 委員

委 員

１番 中桐 節夫 委員  2番 田村 博司 委員    3番 日笠  享 委員

4番 光田  稔 委員番 5番 坂本 忠雄 委員雅之  6番 小野 健児 委員

  7番 小幡 通隆 委員 8番 安井 元德 委員 10番 松尾 賢二 委員   

12番 小野 誠二 委員   13番 小林 勝正 委員   14番 平松 高明 委員

15番 中浦  功 委員

４ 欠席委員(２人)

9番 原田 龍五 委員 11番 難波 朋裕 委員  

５ 農業委員会等に関する法律２４条（議事参与の制限）に該当した委員

1番 中桐委員  3番 日笠委員

６ 議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 農地法第１８条の規定による許可申請について
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議案第５号 農用地利用集積計画について

議案第６号 農地転用事業計画変更承認申請について

議案第７号 特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律第３条の規定による

      承認申請ついて

追加議案第１号 農地転用許可に係る審査基準について

追加議案第２号 農地転用許可制度の運用について

    報告第１号 農地法第３条の３第1項の規定による届出に係る専決処分の報告について       

報告第２号 農地法第４条の規定による届出に係る専決処分の報告について            

      報告第３号 農地法第５条の規定による届出に係る専決処分の報告について            

      報告第４号 農地法第１８条の規定による通知について

    報告第５号 農地法第４条の規定による許可申請の取り下げについて

    報告第６号 農地法第５条の規定による許可申請の取り下げについて

     報告第７号 農地法第５条の規定による届出の取り止めについて

７ 職務のため会議に出席した職員の職氏名

次長 池原 伸一  主幹 小橋 敏光  主任 坂本 和司  主任 渡辺 徹

主任 小林 龍治 主任 則本 真知子  副主任 早乗 周治

８ 説明のために会議に出席した者の氏名

なし
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事務局

議 長

各委員

議 長

事務局

（開会 午前１０時００分）

定刻となりましたので、ただいまから農地部会を開催したいと思います。

それでは、議事に入りたいと思います。農地部会の議事進行につきましては，倉

敷市農業委員会会議規則により，議長は農地部会長が務めることになっております

ので，これより議事の進行は福武農地部会長さんにお願いしたいと思います。福武

部会長さんよろしくお願いします。

ただ今から，平成２６年４月の農地部会を開会いたします。

出席委員は１８名中（１６）名で，過半数に達しておりますので，農地部会は成

立しております。

それでは皆様のご協力を得て議事進行させて頂きますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

これより議事に入ります。まず議事日程第1の議事録署名委員，および，会議書

記の指名を行います。倉敷市農業委員会会議規則第１１条第２項に規定する議事録

署名委員ですが，議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

【 異議なしの声あり 】

それでは，（ １４ ）番（ 平松 高明 ）委員と（ １５ ）番（ 中浦 功 ）

委員にお願いします。

なお，本日の会議書記には，事務局職員の小橋主幹と小林主任を指名いたします。

以上で議事日程第1を終わります。

それでは議事に入ります。１頁をお開きください。

議事日程第２ 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を，

議題にします。事務局から議案の説明をお願いします。

則本です。それでは説明させていただきます。

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」でございますが，

１頁から２頁にかけて９件の申請がありました。

権利の種類の内訳は，すべて所有権移転です。
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議 長

各委員

議 長

それでは，お手元に配付しております，「農地法第３条許可申請調査票」も併せ

てご覧ください。

１頁１番につきましては，前回保留の案件です。譲受人の農業の継続性，所有農

地の耕作について確認をするため，今後の農地の保全管理について誓約書の提出が

あり，東地区協議会でご審議いただきましたが，誓約書に基づき管理することを指

導するということで許可とのことでした。

１頁３番につきましては，西地区協議会でご審議いただき，取得予定農地の利用

について確認，指導するということで許可とのことでした。

１頁８番につきましては，真備地区協議会でご審議いただきましたが，申請地の

一部に違反転用が見受けられ，また，譲受人についてH26.4.1から利用権設定によ

る新規営農開始のため，継続的かつ安定的に農業経営を行うことができるか疑義が

あるため，保留とのことでした。

その他１頁２番，4番から７番及び９番は調査票のとおり問題のある案件はござ

いませんでした。

今回の案件につきまして，各地区協議会でご審議いただきましたが，１頁８番は

保留，１頁１番から７番及び２頁９番は調査票のとおり農地法第３条第２項各号に

該当しないため，許可要件の全てを満たしているものとして，許可とのことでした。

ご審議のほどよろしくお願いします。

事務局の説明では，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」

ですが，１頁１番から２頁９番までの計９件の内、８番は保留。残り１頁１番から

７番及び２頁９番の計８件は別添調査票のとおり、農地法第３条第２項各号に該当

しないため、許可とのことですが、皆さんご異議・ご意見はございませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので，議案第１号は，１頁１番から２頁９番ま

での計９件の内、８番は保留。残り１番から７番と９番の計８件は許可と決定いた

します。

次に，３頁をお開きください。議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請

について」を，議題にします。
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事務局

議 長

各委員

議 長

それでは，事務局より議案の説明をお願いします。

早乗です。説明は座ってさせていただきます。

議案第２号｢農地法第4条の規定による許可申請について｣でございますが，３頁

に７件の申請がございました。

次に各案件についてですが，調査結果をお手元に配付しております，別添の「農

地法第４条許可申請調査票」に記載しておりますので，あわせて参照してください。

1番についてですが，申請地は，奥に入っていくための進入路と駐車場用地とし

て造成済でした。今回の申請目的は農業用倉庫ですが，違反転用是正に該当するた

め，原状の利用形態に合わせた申請内容にする必要があるため保留となっておりま

した。申請代理人に確認をおこなったところ，申請を一旦取り下げて再度申請を行

う旨の申し出があったため保留となっております。

２番から７番の６件についてですが，許可基準からみた検討状況につきまして，

農地法第４条第２項各号に該当しないものとして，許可が適当と考えます。

また，この６件につきまして，各地区協議会でご審議いただきましたが，転用目

的どおり施工されると認められるので，異議なく許可との意見でした。

ご審議の程，よろしくお願いいたします。

事務局の説明では，議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」

ですが，３頁の１番から７番までの計７件の内、１番は保留。残り２番から７番ま

での計６件は、別添調査票のとおり農地法第４条第２項各号に該当しないものとし

て，許可ということでございますが，皆さんご異議・ご意見はございませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので，議案第２号は，３頁の１番から７番まで

の計７件の内、１番は保留。残り２番から７番までの計６件は許可と決定いたしま

す。なお，許可とした６件につきましては，４月２８日開催予定の岡山県農業会常

任会議員会議に諮問し，転用相当との答申を受けた時には，すみやかに許可書を交

付することといたします。
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事務局

議 長

次に，４頁をお開きください。議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請

について」を，議題にします。

事務局から議案の説明をお願いします。

早乗です。説明は座ってさせていただきます。

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」でございますが，４

頁から６頁の１にかけて２３件の申請がありました。

次に各案件についてですが，調査結果をお手元に配付しております，別添の「農

地法第５条許可申請調査票」に記載しておりますので，参照してください。

1番についてですが，農地転用を行うことで残地となる狭小農地について，今後

の方向性を協議中であるため保留となっておりました。申請代理人に確認を行った

ところ，土地所有者が隣接地の所有者と狭小農地の所有権移転について協議中との

ことだったため，保留となっております。

１２番についてですが，土地の代替性・検討結果が不十分であることから再度審

議する必要があるため保留となっております。

１９番についてですが，土地の代替性について再度検討するように指示していた

が，まったく検討されていなかったので取下げ指導を行う必要があり保留となって

おります。

２３番について，平成２６年３月２７日付で取下げとなっております。

以上により１番，１２番，１９番は保留，２３番は取下げ，残りの１９件は，許

可基準からみた検討状況につきまして，農地法第５条第２項各号に該当しないもの

として，許可が適当と考えます。

また，この１９件につきまして，各地区協議会でご審議いただきましたが，転用

目的どおり施工されると認められるので，異議なく許可との意見でした。

ご審議の程，よろしくお願いいたします。

事務局の説明では，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」

は，４頁１番から６の１頁２３番までの計２３件の内、1番、１２番、１９番は保

留。２３番は取り下げ。残り、２番から１１番、１３番から１８番、２０番から

２２番までの計１９件は、別添調査票のとおり農地法第５条第２項各号に該当しな
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各委員

議 長

事務局

議 長

各委員

議 長

いものとして、許可とのことですが、皆さん、ご異議、ご意見はありませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしとのことですから、議案第３号は、４頁１番から６の１頁２３番までの

計２３件の内、1番、１２番、１９番は保留。２３番は取り下げ。残り、２番から

１１番、１３番から１８番、２０番から２２番までの計１９件は、許可と決定いた

します。なお、許可とした１９件につきましては、４月２８日開催予定の岡山県農

業会常任会議員会議に諮問し、転用相当との答申を受けた時には、すみやかに許可

書を交付することとします。

次に、７頁をお開きください。議案第４号「農地法第１８条の規定による許可申

請について」を議題とします。

事務局から議案の説明をお願いします。

則本です。それでは説明させていただきます。

議案第４号「農地法第１８条の規定による許可申請について」でございますが，

７頁に１件の申請がありましたが，前回保留の案件です。

前回の農地部会において，賃借人と賃貸人の事情聴取内容を検討し，県とも協

議を行うため保留との事でございました。

今回，平成２６年４月４日開催の倉敷西地区協議会でご審議いただきましたが，

県と協議中であるため今回も保留とのご意見でした。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明では、１番は再度保留とのことですが、皆さん、ご異議・ご意見は

ありませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということですから、議案第４号の１番は保留とします。

次に，８頁をお開きください。議案第５号「農用地利用集積計画について」を議

題とします。
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議 長

事務局

議 長

おそれいります、中桐委員さんと日笠委員さんに関係する案件がありますので農

業委員会等に関する法律第２４条により、議事参与の制限に該当しますから退席し

てくださるようにお願いいたします。

（中桐委員 日笠委員退席）

それでは、事務局から議案の説明をお願いします。

則本です。それでは説明させていただきます。

議案第５号の「農用地利用集積計画について」でございますが，８頁から１９頁

にかけて９３件の計画が，倉敷市農林水産課に提出され，農業委員会に協議がござ

いました。

利用権の種類の内訳は，賃貸借２７件，使用貸借６６件です。

また，利用期間の更新は４０件で，新規は５３件でした。

面積は２１８，８８５㎡です。

今回，利用権設定を受ける借り手につきましては，農地利用集積円滑化団体によ

るものが２１件，農業生産法人によるものが８件，法人２件，個人によるものが６

２件です。

借り手は耕作面積の下限を満たしており，農業専従者は，１人以上確保され，必

要な農機具も所有しており，書類上の不備はありませんでした。

議案第５号の各案件につきましては，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たすものとして，９３件とも承認が相当と判断します。

なお，各地区協議会でご審議いただきましたが，すべて異議なく承認とのご意見

でしたことをあわせてご報告いたします。

ご審議のほどよろしく，お願いいたします。

事務局の説明では、議案第５号「農用地利用集積計画について」は８頁１番から

１９頁９３番までの計９３件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たすものとして、承認とのことですが、皆さんご異議・ご意見はございません

か。
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各委員

議 長

議 長

事務局

議 長

各委員

議 長

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので、議案第５号は、９３件全て農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たすものとして、承認と決定いたします。

事務局、中桐委員さんと日笠委員さんに入室するように伝えてください。

（中桐委員 日笠委員入室）

中桐委員さんと日笠委員さんに報告いたします。

議案第５号 は全件承認されましたことを報告いたします。

次に、２０頁をお開きください。

議案第６号「農地転用事業計画変更承認申請について」を議題とします。

事務局から説明をお願いいたします。

早乗です。ご説明いたします。

議案第６号｢農地転用事業計画変更承認申請について｣でございますが，

１番について倉敷東地区協議会でご審議いただきましたが，異議なく承認とのこ

とでした。

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。

事務局の説明では、議案第６号「農地転用事業計画変更承認申請について」は

２０頁の１番は承認とのことですが、皆さん、ご異議、ご意見はございませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので、議案第６号は２０頁の１番は承認いたし

ました。

次に、２１頁をお開きください。

議案第７号「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律第３条の規定に

よる承認申請ついて」を議題とします。

事務局から説明をお願いいたします。



- 10 -

事務局 則本です。それでは説明させていただきます。

議案第７号「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律第３条の規定に

よる承認申請について」でございますが， ２１頁に１件の申請がありました。

「特定農地貸付」とは地方公共団体や農協および個人が行う農地の貸付けで,「特

定農地貸付けに関する農地等の特例に関する法律」（以下法律といいます。）第２条

各号の要件を満たすものをいい，次のとおりです。

（１）一区画が１０アール未満の貸付であること。

（２）営利目的でない農作物の栽培の用に供するための農地貸付であること。

（３）５年を超えない貸付けであること。

（４）相当数の者を対象に一定の条件で貸付を行うものであること。

（５）個人の所有する農地の場合は，市町村と貸付協定を結んでいること。

本件は（１）から（５）の要件は満たしており特定農地貸付けに該当します。

これらの要件を満たす場合は農業委員会の承認を受けて貸付けを行うことに

なります。

農業委員会は承認申請が提出された場合，法律第３条第３項各号の４つの要件

に該当すると認められるときは，承認することとなります。４つの要件とは次の

とおりです。

（１）特定農地貸付けの用に供する農地が，周辺の地域における農用地の農業上

の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて，当該農地が適切な位

置にあり，かつ，妥当な規模を超えないものであること。

（２）特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が，公平かつ適正なもの

であること。

（３）貸付期間その他の条件，適切な利用を確保するための方法等が，特定農地

貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものである

こと。

（４）特定農地貸付けの用に供される農地に所有権以外の権限に基づいて耕作の

事業に供されているものでないこと。

以上４つの観点からご審議いただきますが，それぞれについて考察しました。

まず（１）の農地の位置ですが，２５頁をご覧ください。

本件農地は，上東の１筆で周辺には庄幼稚園・庄小学校・庄中学校があり周囲は
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議 長

各委員

議 長

事務局

住宅地です。同ページに区画割を示した図がございますが，1区画が２０㎡となっ

ており，全部で２４区画です。

このことから要件（１）の農地の位置及び規模につきまして妥当と判断しました。

次に（２）から（４）の募集方法，貸付期間その他条件，所有権以外の権限によ

る耕作者の有無でございますが，２２頁に，特定農地貸付規程がございます。

内容を確認しますと，第４条（貸付条件）ですが期間は５年，第５条（募集の方

法）は，チラシ，掲示等により，随時一般公募。第７条（選考の方法）は申込書を

提出した者の中から利用者を決定。第８条（貸付農地の管理、運営等）は，施設の

適切な維持のため管理人を設置するとあります。なお，本件農地は所有者の自作地

で貸借の対象とはなっていません。

このことから（２）から（４）の募集方法，貸付期間その他条件，所有権以外の

権限による耕作者の有無も要件に該当すると判断しました。

以上のことから，法律第３条第３項各号の要件を満たしていると考えます。

倉敷東地区協議会でご審議いただきましたが，異議なく承認との事でした。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明では、議案第７号「特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する

法律第３条の規定による承認申請ついて」は２１頁の１番は承認とのことですが、

皆さん、ご異議、ご意見はございませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので、議案第７号は２１頁の１番は承認いたし

ました。

次に別冊子の１頁をご覧ください。

追加議案第１号「農地転用許可に係る審査基準について」を議題とします。

事務局から説明をお願いいたします。

早乗です。説明は座ってさせていただきます。

追加議案第１号｢農地転用許可に係る審査基準について｣でございますが， 平成

19年 4月に岡山県から権限移譲を受けた時に，岡山県の技術的助言・指導により
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議 長

田村委員

事務局

田村委員

事務局

田村委員

制定した基準に基づき審査を行ってきました。しかし，岡山県からの指導や倉敷市

との農地行政等との調整が困難になってきたため，この基準を廃止し，新たに審査

基準を制定するものです。

変更内容は

① 現行の基準は，都市計画法の基準を準用しているところもあるが，それを廃

止して農地法での基準に修正。

② ５０戸連たんを認める記載があったのを廃止

③ 難しい表現や専門用語を簡易な表現に変更

が主な変更点です。

このことについて，各地区協議会でご審議いただきましたが，倉敷東地区・倉敷

西地区・倉敷南地区・玉島地区では承認，真備地区では保留とのことでした。

事務局の説明では、追加議案第１号「農地転用許可に係る審査基準について」新

たに審査基準を制定するとのことですが、皆さん、ご異議、ご意見はございません

か。

法律が変わって、審査基準を廃止して新たに制定することはあるが、こういった

全面改正はありえない。部分改正ならありえる。こういったやり方はよくない。

現行の基準は平成１９年から準用してきました。市民や業者からわかりにくいと

の指摘がありました。基準は岡山県からの指導で作りましたが、内容についておか

しいのではないかとたびたび指摘がありました。大幅な改正というよりも以前のも

のより全く変わってくるので、廃止して新たに制定することになりました。また、

わかりにくいとの指摘から一から作り直しました。

全面的に変えているのか。

内容については大きく変わっていませんが、表現を大幅に変えてわかりやすくし

ました。

前もって、なぜ出さなかったのか。みんなが検討する時間なかったのではないか。
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議 長

事務局

議 長

事務局

議 長

事務局

議 長

小野誠二

委員

この新たな審査基準の内容については私もよくわかっておりません。議案では、

従前の審査基準を全部廃止となっているが、実際は、内容について一部廃止、一部

変更して、文章の書き方等を大幅に改正するものと私は理解している。

条例や要綱などは法律が変わると全面的に変わりますが、これは行政手続きのこ

とで、市民サービスの一環であります。時には全面改正してわかりやすくすること

はあります。

内容についてこの場で委員の皆様に意見を問われると異議なしとなってしまう。

真備で保留となっているなら、事務局は来月に真備の地区協議会で話をしてくださ

い。その結果をこの農地部会にもってきてください。

原田委員さんから真備地区は保留だが、部会で異議がなければ承認してもよい。

新しい委員で審議すると難しいので、今の委員で判断すべきではないかとおっしゃ

ていた。

真備の委員さんは３人留任がいるということですから、来月それを真備で協議し

て、ここに出して十分ではないですか。ここで多数決を取ってこの議案を通すと真

備での保留との意見を無視することになる。真備の委員さんに失礼になる。

真備地区担当の渡辺です。今回、真備では内容についてまで審議できておりませ

ん。これは、委員さんが入れ替わるタイミングで審査基準の改正するのはどうなの

かということです。新しい委員さんで協議して決めてもらえればよいのでは、とい

う話が出ました。内容について反対という意見ではなく、駆け込みで決めてしまう

のはどうかとのことで保留となっております。

事務局の方が各協議会でよく説明をし、異議なく承認されたものであれば、文句

なしに決定できると思います。

従来はこうでしたが、今回こうなりましたと具体例があれば、わかりやすいので
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議 長

各委員

議 長

事務局

議 長

各委員

議 長

よろしくお願いします。

では農地部会では保留ということでよろしいでしょうか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので、追加議案第１号は保留といたします。

次に別冊子の２４頁をご覧ください。

追加議案第２号「農地転用許可制度の運用について」を議題とします。

事務局から説明をお願いいたします。

早乗です。説明は座ってさせていただきます。

追加議案第２号｢農地転用許可制度の運用について｣でございますが， 平成 24

年 11月 1日に施行された，農地転用許可制度の運用により都市計画法第 34条第

14 号に該当する社会福祉施設の全般が市街化調整区域内で設置できない状況にな

っております。しかし，倉敷市の「倉敷市高齢者保健福祉計画及び倉敷市介護保険

事業計画」に基づく施設のほとんどが都市計画法第 34 条第 14 号に該当する施設

であることから，倉敷保健福祉局と協議を行い，この運用について一部変更を行う

ものです。

このことについて，各地区協議会でご審議いただきましたが，倉敷東地区・倉敷

西地区・倉敷南地区・玉島地区では承認，真備地区では保留とのことでした。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

事務局の説明では、追加議案第２号「農地転用許可制度の運用について」一部改

正するとのことですが、皆さん、ご異議、ご意見はございませんか。

【 異議なしの声あり 】

異議なしということでございますので、追加議案第２号は承認いたしました。

以上で審議案件は終了いたしました。

次に元の冊子の２６頁をお開きください。
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事務局

ここからは報告案件です。

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出に係る専決処分の報告

について

２９頁をお開きください。

報告第２号 農地法第４条の規定による届出に係る専決処分の報告について

３３頁をお開きください。

報告第３号 農地法第５条の規定による届出に係る専決処分の報告について

４０頁をお開きください。

報告第４号 農地法第１８条の規定による通知について

４１頁をお開きください。

報告第５号 農地法第４条の規定による許可申請の取り下げについて

４２頁をお開きください。

報告第６号 農地法第５条の規定による許可申請の取り下げについて

４３頁をお開きください。

報告第７号 農地法第５条の規定による届出の取り止めについて

一括して事務局に説明をお願います。

渡辺です。２６頁をお開きください。

報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出に係る専決処分の報告

について」でございますが，２６頁から２８頁にかけて１６件の届出がありました。

本件は農地法等の許可を要しない権利移動について，届出書が提出されたもの

でございます。

次に２９頁をお開きください。

報告第２号 「農地法第４条の規定による届出に係る専決処分の報告について」

でございますが，２９頁から３２頁にかけて２７件の市街化区域内農地に係る転用

届出が農業委員会に提出されました。

次に３３頁をお開きください。

報告第３号 「農地法第５条の規定による届出に係る専決処分の報告について」

でございますが，３３頁から３９頁にかけて４５件の市街化区域内農地に係る転用

届出が農業委員会に提出されました。
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議 長

各委員

議 長

事務局

次に４０頁をお開きください。

報告第４号 ｢農地法第１８条の規定による通知について｣でございますが，４０

頁に５件の通知が農業委員会に提出されました。

以上１号は相続による所有権、賃借権の取得に係る許可の要らない届出であり，

２号から４号につきましては，地区担当の農業委員さんにご確認頂き，事務局長専

決で事務処理を完了しております。

次に４１頁をお開きください。

報告第５号「農地法第４条の規定による許可申請の取り下げについて」でござい

ますが，４１頁に１件の取り下げが農業委員会に提出されました。

次に４２頁をお開きください。

報告第６号「農地法第５条の規定による許可申請の取り下げについて」でござい

ますが，４２頁に３件の取り下げが農業委員会に提出されました。

次に４３頁をお開きください。

報告第７号「農地法第５条の規定による届出の取り止めについて」でございます

が，４３頁に１件の取り止めが農業委員会に提出されました。

報告案件については以上です。

ご確認のうえ，ご承認をお願いします。

ただいまの事務局の説明について，なにかご質問がありますか。

【 異議なしの声あり 】

ご異議ないものと認め，報告第１号から報告第７号についてはすべて承認するこ

とと決定します。

事務局他に，何かありますか。

早乗です。倉敷東地区で要望のあった事例について報告したします。

平成 26年 3月 20日に倉敷市農業委員会長あてに倉敷市西田の前田氏から要望

書が提出されました。

要望書の内容は，前田氏が所有している農地を平成22年度に自己住宅2区画の
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議 長

各委員

事務局

議 長

開発行為を行った。この時いつでも開発行為ができると思っていたため３００㎡程

度を農地で残して開発行為を行った。この度，開発行為をしようとしたら，平成

24年11月1日から規制がかかりできなくなっていた。

法が本来の体制に戻ったのは理解できるが，周辺が保育園や自己住宅等の非農地

で囲まれた農地性の少ない農地について，開発許可申請書の受理をし，農地転用の

許可をして欲しいとの要望です。

この要望書について，倉敷東地区協議会でご審議いただいた結果を踏まえて，お

配りした資料のとおり回答を考えております。

事務局の回答では前向きに検討ということでございます。みなさんいかがでしょ

うか。

【 異議なしの声あり 】

審議ありがとうございました。

今後の農地部会の日程につきましては、新しい委員さんが決定した後、お知らせ

いたします。

事務局からは以上でございます。

皆様方には公私にわたり，ご多忙の中を当部会にご出席をいただき，迅速かつ適

切なご審議をたまわり，誠にありがとうございました。皆様のご協力を得て無事，

議事進行をすることができました。やめる方、引き続き農業委員として活動される

方、みなさんご健康でいればなんでもできます。やめられる方は次期の方によろし

く指導していただいて、この農業委員会がますます発展できますようにご協力くだ

さい。感謝の気持ちをもちまして挨拶とさせていただきます。

これにて，散会いたします。

（閉会 午前１１時０５分）
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農業委員会部会会議規則第１１条第２項の規定により署名･押印をする。
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倉敷市農業委員会
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署名委員
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